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会議名 令和７年度第１回施設使用料適正化プロジェクトチーム会議・手数料適正

化検討委員会 

◇詳細－政策経営部財政課 電話０３―４５６６－２５２１           

（令和７年度については、両会議体に跨る案件がある場合は同時開催とする。） 

 

附属機関又は 

会議体の名称 

施設使用料適正化プロジェクトチーム会議・手数料適正化検討委員

会 

事務局（担当課） 政策経営部財政課 

開催日時 令和７年７月２８日 

開催場所 本庁舎５階政策経営部会議室１ 

議  題 

１．令和７年度施設使用料適正化ＰＴ及び手数料適正化検討委員会

の委員構成について 

２．南池袋公園カフェの使用料の改定について 

３．使用料・手数料適正化に向けた実態調査（全庁調査）の実施に 

ついて 

公開の 

可否 

会 議 

非公開 

非公開・一部公開の場合は、その理由 

 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障があるた

め非公開とする。 

会議録 

一部非公開 

非公開・一部公開の場合は、その理由 

 会議録を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障がある

ため一部非公開とする。 

出席者 

委 員 

政策経営部長（リーダー）、財政課長（サブリーダー）、企画課長、財

政改革担当課長、行政経営課長、情報政策課長、総務課長、区民活動

推進課長、総合窓口課長、文化企画課長、放課後対策課長、公園緑地

課長（欠席：産業振興課長、土木管理課長） 

事務局 財政課財政担当係長２名、財政課主任２名 

会議次第 
（１） 議題の案件、報告について説明 

（２） 質疑応答 
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１． 令和７年度施設使用料適正化ＰＴ及び手数料適正化検討委員会の委員構成につい

て【事務局から】 

 

【要旨】 

資料１により、本プロジェクトチームの委員構成及び委員の異動について確認。 

 

２． 南池袋公園カフェの使用料の改定について【公園緑地課】 

 

（施設使用料適正化ＰＴに係る内容につき省略） 

 

 

３． 使用料・手数料適正化に向けた実態調査（全庁調査）の実施について 

【要旨】 

・ 事務局より、資料３に基づき全庁調査の実施について説明。 

・ 使用料及び手数料のいずれについても全庁的な調査を実施する。 

・ 現在の使用料や手数料額とコストとの乖離率を調査することが目的となる。 

・ ８月頃に各所管課へ調査を依頼する予定。 

 

【委員からの主な意見】 

・ 他区においても調査は実施したものの、改定を見送った区がある様だが、その

理由は。 

⇒理由までは確認していないが、物価高騰により区民生活が圧迫されている、

等の理由ではないかと推測している。対象の区には個別に聞き取りを行うこと

も考えている。 

・ 現在減免適用を行っている施設については、減免後の金額で算定されているの

か、他の利用者が減免分も負担しているということはないか。 

⇒減免の適用分については考慮に入れている。減免対象外の方が減収分も負担

していることにはなっていない。また、減免対象者や対象施設については、政

策的な判断も含めて、改めて見直したいと考えている。 

・ 住民票のコンビニ交付手数料を窓口より下げるような施策を行っている区もあ

る。 

⇒他区では様々な設定の方法があることは承知している。そうした事例も研究

しながら検討していきたい。 

・ オンライン申請と窓口申請とで手数料を分けるということはできるのか。 

⇒オンライン申請であっても、発行して郵送する手間を考えると、手間が減っ

ているということではない。現状の豊島区の手数料が適正かどうかも含めて検

討は必要と考えている。 
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【結論】 

今年度の実態調査（全庁調査）の実施について、提案の内容にて了承する。 

 

 

会議の結果 提案のとおり了承する。 

提出された 

資料等 

資料１：令和７年度施設使用料適正化プロジェクトチーム会議メンバー

及び手数料適正化検討会議メンバー  

資料２：概要説明書等（南池袋公園カフェの使用料の改定について） 

資料３：使用料・手数料適正化に向けた実態調査（全庁調査）の実施に

ついて 

 


